
○ 青年等就農資金等の認定新規就農者向けの資金の貸付手続の流れ

① 書類提出

市町村
（特別融資制度推進会議）

⑤ 認定内容の連絡等

認定新規就農者

窓口機関
（融資機関）

（民間金融機関、公庫の受託金融機関、公庫）

都道府県
（普及指導センター等）

＊ 農業経営の指導等を適切に行うことができる

指導農業士や先進農家等。

② 意見書の確認

・借入申込希望書

・経営改善資金計画書

・認定就農計画（写し）

・認定就農計画の認定書（写し） 等

（・指導農業士等による意見書）

推進会議の構成
都道府県（普及指導センター含む）、市町村、農業委員会、農業協同組合、
育成センター、公庫、基金協会等

④’ 関係書類の
送付

⑤’ 認定内容の
回答

⑥ 融資可否の回答

融資機関による審査

意見書
計画達成見込みがある場合

意見書
計画達成見込みに
疑義がある場合

③ 意見書の提出
（確認書の提出）

⑤ 認定内容の
回答

指導農業士等＊

①’ 意見書の提出

④ 関係書類の
送付
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